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I 土地に関する概要調書

人 口 (A) 面 積 ( B) 人口密度 A/B (C) 

人 k~ 人

9 8，.5 5]， I 2 7. 1 1 3，63 5 

一 一一 一一，一一園一町酔 一 一一園一一一一一一一一一

第 2表 総、情表

地 積 (mう 決定価格 〈千円)

非課税 評 価滋，信政料簡税の1 法点定免税 法点廷潟努両説の
法定免税点

地 積 総地積 与仁上の 総額 以上のもの

(イ) I (ロ) もの十す (ロも)の-~，) い) (ホ) もの ト) (村『ト) (ト)

田 40920 2939，198 100911 ~!637，竺乙 1885ス.638 577，691 18;27久947
一一一一 一 一 一 一

止目 95s18 3~ 82344 131，928 3P50f116 22692390 766，114 21ヌ26276
一 ー--

一 般 住 宅 地 123388 4011，401 55912 3955i184 44515802 525876 43989，926 
ー一 一 - トー 一一一・

ニA己司
併 用住宅 地' 4836凶 82 483522 1;3834707 1，024 13833$3 

農家の住宅地 I 741，495 741，495 6729，991 6729，991 
地 ー

その他の住宅地 1，620， 2665327 283 2665044 」型72竺 21524 38664762 
--一一一一一 一一 一 一 一一一._.

， 
一言十 125008 ス901β27 f1J277 ス.845550 10374ス786」三2但 103218362 . 

塩 田

鉱 泉 地
一ー 一トーーーーーー一ーーーーーーー一一 一 一一一一一一一

池 沼 105ω 6 10503 212 212 
一 』一 ー一 一 一 一一 一一 一 一一一

山 林 225238 1，788673 156.367 1，632~06 1，656，996 4424 1，652572 
"一一一一一一一ー帽…

牧 場
一 一一一一一一 一一一

原 野 119，430 76229 11，745 ω484 19，468 202 19;266 
一一 一

ゴノレア場の用地
雑

遊園地等の用地 190f177 190，471 1，30ス934 1，30ス934
種

司・.
鉄 軌道 用 地 16A46 1 65~04 16~04 878010 878P10 

一一 ー一-
地 その他の雑種地 16ス966 474625 3289 471，336 4;102627 6076 4P96751 

一 一 一一 一一
言十 1 加~12 邸OA06 3289 82ス117 6288771 6076 6282695 

一ー

正153三担63二Z611lt1B三839二:J;~三1.37三9，33三0 

そ の 他 4s4呪18?

----
_，./'~ __-----

メロ』 言十 563予985 16.728:186 460523 16.26ス663
L_ ー一一一

ー2-

第 1表 納税義務者数民関する調

1
 ・I

・ およと
納税義務者 数

総 数内 法定免税点未満のもの

イ固 人 1 5，3 5 4 1， 5 8 6 ω 
. 

法 人 6 3 1 6 0 

1 5，9 8 5 言r 1，6: 4 6 4，339 

点以とのもの ω
.3.7 6 8 

ド ーー一一一一一一一一一一
5 7 1 

‘. 

. 
一 一

筆 単位単り価格 (円)

法定免税点 i平均価格.I :最高 価格

以上のもの| 旦
(ごとぞ (7) ー~~__~~~1ー 初)ー

畑
一
知
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白一

m

r
円
一
引

一
4
一
引

い
一
勾
一
勿
一
括

98 

70 

100853 

164629 

21，787 

16.4，151 

164629 41，267.β70 

900P08 

61究263 150 

2p呪596 116 

3698867 266 
..--

11，564 

仰必2581 13331 
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第 3表 所有者区介 Kよる土地 K関する調

区寸

所有者数 w 1由 積 ー (1ftう

個人 法人

地 付)I (ロ) (ニ)

ー園田唱』ー『由一 ~ーーー園田酢 ・ーー一

田

広田 1， 4 9 5 I 29 I 2.9 4 3，0 9 7 

般住宅地 1 2，550 267 
一一一

宅併用住1 宅地

農家の住宅地

主出

(ホ) 付

民
ぜ
一

F
0

4

一
5

FD
一

円
4

J
O
目

nu

に
J
V

一
O
J

A
件

J
O

1ス612

-4-. 

課税評準額 (千円) 筆

個人 法人 個人

(ト) 伊) (リ)

9 1 2，464 284，844 

1; 761，41 6 

ス840，066

2，945.898 

単位当り価格 (円)数

法人 平均価格 最高価格

“ 

個人

(ワ)

法人

(カ)
(ヌ)

71 

70 

1，042 1 4，4 43 2，032 

900，008 ! 

ー 5ー守



第 4表 宅地托関する調

商 ||l|--1度通ー商商王計婁業 街業 地区

地 地区

区

住
併用 住宅地区

，古.... 高級住宅地区

地 普通住宅地区
区

言十

工 旦主
業 I，r:t IJ 工場地区
地 |一一一一一一一一一一一
区 | 家内 工 勺 地区

地積 |決定価格 価税評準額

付) 1 (ロ) 十サ

(m'') I (干円〉 (千円)

107， 461 5，2 8 0，5 6 9 1， 8 4 7，4 3 4 

107， 461 5，280，569 1;847， 434 
一一一

1 0 5，2 4 6 2，0 6 6，0 8 8 6デ1，0 2 4 

6，0 4 5，2 9 5 7 4， 5 2' 0， 5 5 9 2 5，4 7 3，0 1 3 

6， 1 5 0， 5 4 1 7 6，58 6，6 4 7 2 6，16.4，0 3 7 

9 7 6， 6 9 1 14，8 8 5，6 5 6 1 0，36 8，4 6 6 

3，3 3 0，0 4 1 1， 576，399 

L_ I 計一 !1，二27 4，0 3 5刊I1ω1  5， 6 9 7 I 1 1， 9' 4 4， 8 6 5 

| 村 | 集団 地区 I 3 1 .3，5 1 3叶I 3， 1 3 5， 4 .4 9 I 1， 3 1 0，7 3 4 

i 寸:1戸コす「 落 z 区叶， I一一一一一一一一一一一一一一(一一一一一一一一一一一一「一一一

寺殊地 区 l ト 十 i ll:;?ご~I巳止1十十LLL十÷)ト-一土 ! f斗2iと t一

-6-

‘コー

‘F 

単位当り価格 (円〉
_..-.. 

平 均 価 格 最高価格地の所在地

(ロ)
最高価岨μ、格

付)
ー

4ヌ13 9 1 6 4，62 9. 多摩 平 2- 3 - 3 

4引13 9 1 6 4，62 9 多 摩 平 2- 3 - 3 _ 

1究63 1 3 5，3 9 2 盛 田 3-42-9

一一一一・

1 2， 3 2 7 3 0，2 5 0 豊 回 4- 34-6
ド

1 2，4 5 2 3 5，3 92 丘玉三包 回 3- 4 2ー?

1 5，2 4 1 1 .6， 0 2 3 富士 町 1- 1 

1 1， 1 9 9 27，878 日野台 1-23-7

一一

1 4，2 9 8 27， 878 日野台 1-23-7
一一一一一一一ー

1 0， 0 0 1 1 3， D 0 ? 落 川 10 7 2 - 4 

ー

1 0，0 0 1 1 ，3，0 0 7 落 川 10 7 2 - 4 

1515F 164629 

一一一一一一…

ト一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一ー
多摩 平 2-3"-3

-7-
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第 5表 住宅用地Kかかる固定資産税の課税標準額等K関する調〈補足調査その 1) 

区 A
H
 

地 積 決定価格 課税標準額

(m'う (干の (千吟 筆 数

一ートーー

6 .7 6，o . 6 8 1 1 0， 2 8 5， 2 2 8 I 2， 5 7. 1. 3 0 7 1 1， ，5 6 4 ( 8 3 5 ) 

2， 4 8 9， 1 4 6 I 2呪76 8， 4 4 7 I 4， 4 6 5， 2 6 7 . 1. 1. 0， 8 2 6 ( 5， 5 6 4) 

5 4 4， 7 3 8 1 .' 6， 6 4 8，. Q 9 7 I 1. 5 9ス68 0 I 3， 2 1 0 ( 3 6 5 ) 

1---一ーー一一一ーー一" . 

3， 7 0呪95 2 I 4 6， 7 0 2， 3 7 ，2.1 8， 6 3 4， 2 5 4 ‘ 1 5， q 0 0 ( 6，7 6 4) 

2 6， 1 5 2 I 3 8 4， 0 ピとLh2竺1三111÷ と 6 5 1， 1 5 4， 0 9 4. I 1 3， 0 5 8， 1 5 4 I 3， 9 1 7， 4 4 6， I 5， ，5 1 7 

1 5 5， 4 3 6 I . 2， 0 -4 6，4 1 9 I 8 2 5， 5 9 6 I 1， 1 8 2 
一 一 一 一

1， 3 3 5， (， 8 2: l' t 5. 4 8 8， 5 6，7 Q 4 

5日45， 6 3. 4 6 2. 1 9日95 4 I 1 3，5 6日日日 l-22む

小規模

住宅用地
住

第 6表 個人の非住宅用土{はかか る悶定資産話誌の課税標準額等K関する謁(補足調査その 2) 

7 8， 7 2 4 7 2 7， 955 

1， 2 6 6，6 0 8 2ス99 4 

1， 2 6 6，6 0 8 2ス99 4 

3 3 1，9 9 7 ろ， 88 1， 2 3 0 

1， 5 7 2，7 7 3 2，8 14，28 5 

一 一 一
1， 9 0 4，7 7 0 6， 6 9 5，5 1 5 

-:-.. 8 ~ 

地 積
(m

ll
) 

17 2，9 0 6 

2 1 8， 7 4 0 

I 9 2，8 88 
一 一
I 74.9 0 4 
一一
116ス792
一一一一

2 57 

7つ2( 4 3 ) 

294( 20) 

2. 5，7 3 9 

5 1 

3 4 5( 2 0 ) 

( ) 

1. 3 8 0 

2 5，7 3 9 



第 7表 宅地にかかる住宅用地・非住宅用地別の課税標準額等K関する調(補足調査その 3) 

地 積 (mう 決定価 格 (千円) 課税標準額 〈千円〉 所有者数(人) 筆 数

区 分

個人 法人 言十 個人 法人 言十 個人 法人 言十 個人 法人 個人 法人

-

住宅用地 2，941，7 7 9 1，01 3，71 0 3，955，489 32，663，848 11，326，078 43，989，926 ス840，066 1，905，15タ 号745，225 11，058 2.67 16，117 962 

一般 住宅地 ー
非住宅用地

.時

住宅 用 地 368，049 58，259 426，308 1 0，879，047 1，275，600 1 2，1 54，647 2，493，6 31 377.705 2，871， 336 1， 122 28 i， 1461 ，-- 64 
一一一一

併用 住宅地 一

非住宅用地 42，1 02 1 5，11 2 5ス214 1，1 13，394 565，642 

住 とtニ:， f丹地 65ス459 65ス459 5，966，440 
農家の住宅地一

非住宅用地 84，036 84，036 763，551 

1481 
1，679，036 452，267 358，171 81 0，4 38 1 3 227 29 

トー・ 一一|一一一一一

5，966，440 929，083 929，083 569 1，035 

763，551 238，30.:1 238，304 65 76 

-ー--
住 宅用地 6，378 6，378 7号941

その他計の宅地 一非非住住住宅一一宅宅用用一用地地地一H十，一3，一592一75日一551，d日一9695579斗』一221，40457一6一211.，998一61日一9 7 9 

ー

2，658，666 2，004，285 36，580，536 
トーー 一ト時一ー一一一一一一一ー
5，045，634 49，589，276 1 2，601，678 

2，799，91 6 3，881， 230 3ス146，1 78 

79， 941 十 2 ~6561 J 2~656 33 36 

~584，82~ 703，51125945511… 892 276 1，654 2，487 
ーー‘

62，190，954 111，286，436 i 2，282，864113，56史300 1 2，782 295 18，334 1.026 

4'1， 02ス40 8 I 1， 3 9 4， 0 8 8 I 26， 3 0 3.6 8 2 [ 2ス69ス770 1，1 05 1，957 2，516 
a 

一

第 8表 土地Kか ‘る段階別納税義務者数および課税標準額等の調 (補足調査その 4) 

l' 5万円以 1 6JjFj以 117万剛118万円以 |19万円以

区 分
1 5万円未 上 16万円 上 17万円上 18万 円 上 19万円上 20万円
満のもの I未満のもの 未満のもの 未満-のもの 未満の もの 未満のもの

「1|上未ぷ満2の54万も円の 1|i二よ来満5万叫5日万円以 15明以|2 4日万円以
5 0万円以

0万円上 35万円|上 40万円上 50万円
上 のもの

言十

のもの未満のもの未満のもの未満のもの

1， 6 4 6 168 1 7 4 194 252 306 1， 2 7 2 1.327 1，1 6 5 951 i 1.391 7. 1 39 1 5，985 

課税標準(千額 1 0 6， 4 8 3 I 2 6， 0 3 8 2 8，7 2 6 3 4，0 0 6 4 6，692 59，694 284.640i5M757 37ス316 354，7 2 0 619，964 4ス046，685 4呪352，721

まr"公b、 地 積 4 6 0，5 2 3 1 8， 1 6 9 25，258 2 2.42 8 34，582 .4 6，2 9 5 2 2 2， 0 1 51_~5 1， 3 9 ~ 2 2 4， 3 7 2 I 1 9 0，6 4 1 4，881，283 1 6，7 28，1 86 
. 

-' 1 0ー -1 1-



第?表 土地Kかかる固定資産税の課税標準の特例等に関する調(補正調査 その 5) 

地方税詰第 .349 I地方税法第 349I地方税法第 349I地方税法第 349I地方税法
条の 5第タ項 |条の 3第 14項 |条の 3第 15項 !条 の5第 18項 |条の 5第
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引
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と

税

引
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額
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刊
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(

評
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す

な
標

リ

と
税
引
、

額
課
額
(

減
る
準

の

ウ

，

額
額
一
刊
、

価

の

(

評
す

な
標

ウ

と
税

'刊、

額
謀
額

(

減
る
準

の

)

額

額

刊

価

の

(

評
す

な
標

リ

と
税
一
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、

額
謀
額
(

減
る
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の

)

額

額

刊

価

の

(

評
唱
す

一一↓一一一一一

l池 沼

:二t二t二
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第 10表 宅地介在農地等に関する調(補足調査その6) 

地

法定免税 |l 法定免税点
点未満の|
もの | 以上のもの

区 分 評価
総地積

ノ

O

O

に
d

A

斗

4
1

弐叫

1

2

 

門

γ

4

l

回
一
畑

在
一
在

介
一
介

地
一
地

宅

一
宅

ト

税
の

の
一
免
上

ω
一
定
以
の

一
法
点
も

積
一
税

の
免
満

定
未
の

法
点
も

単位当 り
課税標準額 (千円) 筆 数

所有者数

平均価絡
法点定剥免簡税の 法定免税点 法点定未満免税の | 点法定以免上税の

(円) 総額 ιU二のもの
総数 (人)

もの もの もの

5，821 296，6 08 45 296，563 264 2 262 
一一一 ト -

6，981 392，921 207 392，7 1 4 344 6 338 216 
トー一一一 4・ー

9，137 842，7 89 325 842，4 64 383 ? 374 237 
ト 一一…

r 

申

20，395 44，907 44，9071 37 37 1 5 
ーート一一一一一一一ト一一一一ー一一・ ー一一

ス690 :-' 66，420 2，589 763，831 2，995 32 2，963 664 
トー匂

5，715 65，029 3，421 61，608 4，959 31 3 4，646 835 
ト一一ー一一一一ー一一一一 一一

6，467 876，356 6，01 0 870，346 ス991 345 ス646 1，51 4 
ー一一一一一一一一ト・

1 2，807 24ス275 24ス275 1 99 1 98 1 1 7 
ーー一 一一一

8.130 1，408，398 6.947 1，401，45 I 3，485 87 3，398 1， 148 
ーー

5.705 20，7 1 8 2，151 1 8，567 2，187 265 1. 922 L一一生37一

ス343 1，676，391 引098 1， 66ス293 5，871 353 5，51 8 1，902 
ー'ーー

1 3，584 292，1 82 292，182 236 235 1 32 
ーー

ス970 2，1 74，81 8 6，480 1 1 9 6，361 1，81 2 
一

5，711 I 85，7 47 5，5 7 2 I 8 0，1 7 5 ス146 578 6，568 1，472 

6916!25527471 1刊 81mm  1 3，862 698 1 3，164 3，416 
」ーーーー

決定価格 (刊)

総額

2521 少0，904

2 0 71 1 1 2， I 3 3 ;;:::F;::lj;Zl 
宅地 介在山林 1 76.556 267 17ι28911， 6 1 3， 1 2 81 1， 0 761 1， 61 2，052 

1 1，0 09 I 224，534 I I 224，534 

993.041 17，664，2091 25，888 ス638，321

1，72久12211 0，43ス37 1 1 55 1，6 5 3 I 9， 885，7 I 8 

農地介在山林

A農地
ト一一一一一

タ
一

5
一
6

n
u

一
n
u
-
4
1

0

一
6

一
2

，
.
，
.
，
 

4
h
一

〆
O
-
J
0

4
t

一
ヲ
一

2

n
y
-
n
o
 ，

 

a
q・
『

回
B農地

C農地

市

街

A
『

一

A
U寸

6
-
O
J
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円
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出28;;::1100;:;125:叩 ::; 5411JEJi
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'1， 1 54，2 03 11 1史93211，034，2711 6，584，248 <) 92，76 3 I 5， 8 9 1， 4 8 5 

呪16 1 I 1，7 2 3.1 1 4 1 1 4，0 83，9 9 2 6 9， 4 6 9 I 1 4，0 1/1，5 2 3 

域 1 I小 計 12，γ83，01 9 11 30，002 I 2，853，01 7 I 2 1，904，61 81 762，232 12 1，1 42，386 

げ|己主j也1 107.5501 9091 -10ω 41 I 山肌 ~1_一一一」ム出， 9 1 2lhy地 I2，7川 12，7 2 5 ! 2，7 1 6， 1恥 4821 ?535イ21.652.844 
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第 -11表 昭和 50年度K新たK法定免税点以上忙なる見込のものK関する調 (補足調査 その 7) 

区 グ〉
i 昭和 50年度分

地 積 I 課税標準額
(が) | (千円) 付)

2 3 3， 1 6 5 j 1 4 4， 9 7 6 

左:vcかかる昭和 49 I 
年度介課税標準綴 ! 

(千円) (ロ) I 

20.29乙」

納税義務者数 付)

(人) 十す やす (円〉
一一

298 4 8 6， 4 9 7 
一 一

2 9 8 942，685 

「一一一一一
人当り

2 3 2，7 5 5 2 80，9 2 0 

--1 4ー -15-



E 家庭に関する概要調書

!区 J-寸指;可も-「IE41-

第 2表 t包 括 表

.-1 6ー

人

面 積 (ロ)

(ィ)I 
人口密度一一 I 3，6 3 5人I ，_. - ，~ (ロ) I 

第 1表 非課税家屋 K関 す る調

1 0 

2，666，647 

1 2竺壬二!二一-771訂一

21， 01 5，1 38 2ス10引616 

21，62号205

「一二75 5，732 引129

22，829 20，81 5 

7 9 3 I 2 1， 0 4 6 I 1 4，8 3 6 
1・ 一一一一ーしー一一一ー一 一一

- 1 7 

1，266 

20，81 5 

石二一|



第 3表 木 造家屋 K関 する 調

区分
所有者数

法定免 |法定免税

税点未 i点以上の
総 数 |満のも |もの

の|付)一(ロ)

付)I (ロ)I い)

棟 数 床

法定免税

税上法定点の免以も | 総 数
総 数十点未満の

もの の

ド)I (斗ー休(へ)) 
制 I (~ ! (ト)

家屋の

種類

専 |一 般

j有1

住 |農

壬:l! 

住 恒r'=・ 用 1 2，868 683 J三l三日」竺三訂 69611 4，1 37|924，31 3 
ー

2 
家 月3 229 229し244| 244

1 
29，036 
一一一(1 +2) 

日ト 1 3，097 68 31 1 2，4 1 4 1 1 5，0 7 7 1 6 9 6 11 4， 38 1 1 9 5 3， 3 49 
ドーー・ ー一一一一一一トー一一一ー一一一一

l fZiι::日LjJ

1 0 
普通 ・旅館 ・ 料亭 ・待 合 81 8 1 9 

土汁ゴi1 1 
ホテル '簡易旅館 ・L.L'ぷ旅館 2 2 3 

'一 ←一一一一一一司
1 2 

事 務 所 委員 行 60 3 57 73 3 ~_!，97 8_ 
1 3 

忠 舗 1 75 33 33 I 1 52 I 12，250 
ー一一一一一 、一一十一一一一一一ト一一一一一一i 十一一一一一ト一一一一一一+一一一一→一一←一一一1 4 
劇場 ・ 映画 館

吟ト一一一一一

公 衆
5
場

一6
院 5，1 2.7 

j谷 8 8 I 8 8 1，954 

11  0LA l病 1 0 14 

--1 8-

面 積 〈干円) 単 位 当 り価 格 (円)決定価格

法定免税 |法定免税

点未満の |円上の | 総 数

もの 1(;)二(テ)

例 L__(_l))+--1 _ 伊)

25，776 1898，5371 9，70ス905
ト一一一一一

点

の

向

V

税

も
免

の

一
川
一

定

上

一

法

以

同

税

の

川
J

免

満

(

定

未

の

法

点

も
的
一川
一

(ヌ)

(リ)

判
一
例

3 4，4 3 8 I 9， 6 7 3，4 6 7 

214，7 50 

(ヮj

q6881JLt  

2ヌ036I 214，7 50 

125，776τ J J73i M22.655 
一一

7 5 I 1 06， P 7 5 I 1， 0 28， 3 3 6 

34，438 I 9，888，21 7 

7 6 I 1， 0 2 8，2 6 0 

J 083 I 68，せ~L-竺竺~!_I 84 ~L__5竺三三じ~I-三乙L-~~-~~_-

534 329，017 

1，256 

5引140 

1_ 1，6 1 ~ユ? ス 64 7 88号234 776 

一十一

41 4 

‘ 一 一 一 -a 

1， 885 

83 只895 56，9281 162 56，766 

808 5ス0891 1， 219 11，442 

328，6斗 三竺」三三日三竺ー『
8 8 7， 9 7 8 I 8. 1 3 8 8.2，49 

9 ~89 71 1， 529_1_ 611 プ

8，768 
一一一←一一一一一一一一一

ス257

55，870 

1，954 
←一一一一ー

11， 126 11， 1 26 

!

ー

ー
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6
一

7
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一

弐
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3，7 93 

ト一一ー

5，127 1史447 1ヌ447
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寸つJド巴三i 

1 8.567十三計一三市三十三出丘一
927 I 30 1 897 1 1.448 1 301 1.418 1 1 3フバ n1 3 0.8 3 6 I 1. 9 80 I 28，8 5 6 I 2.3 2 2 I 2，60 2 

1，401 I 1，401 I 2，309 I 2.309 I 

36，496 

一 一一
所有者数

一一一
区 分

法定点未免 税法定点以免
法税点定来免 l tffミf' 1総

~ 
数

満税のも 上のも総数
吃〉

満のも

種類 (イ)
の

付)一向
グ〉

(ロ) (ニ) 件)
一一一

農家 1用~ I 5 5 ーとL_J ~L___~: 
工 一 一

そ の イ也 。~ 1用8 
1 1 8 8 

一一一一一
(1円-18)

言十 123 

仰げ
用

一
却
用一

の
一の一一…

家

一

他一

78，662 

- 2 0ー

一面 改- i-33ー血一色一ー一(吋一
価法定免税|法定免税点 I u _ "，. I 法定免 | 法定免税点
点未満の!以上のもの|総 数 | 税点未 |

もの I (ト)ー例 -| | !?も 1 (ヌ)ー例
例| (リ)〆I (ヌ) Iり同 I" ， ， (ア)

644 644 

377 1 72，24 3 

15，01 6 

56，557 

I 
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第 4表~ 木造以外の家屋 K関する調

(1 )事務所・庖舗・百貨庖

区 分 所 有 者 数

総 数 法定免税点未満 法定免税点J;L上のも

棟 数
トーーー一一一 一-----

総 数 法定免税点未満のもの 法定免税点与L上のもの
トー一-

i 構造別
のもの の

付) (ロ) い)
棟 数 主たる用途 棟 数 主たる用、途

(ニ) 以外の棟数 (ホ) 以外の棟数 (ニサー(ホ) 付 1 以外の棟数
、

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリ r造 5 2 5 2 

鉄 骨 1、必旦ー- 4 9 4 9 
一一叶

8 4 
←一一一一一一一一一

5 3 

-・・ー

軽 最 鉄 骨 1、~と工 4 0 4 0 4 4 4 4 

一
*1.， ん んI}込ゃ ユ‘正ε七

2 1 2 1 
し」ーコンタワートフロック造

言T 1 6 2 1 6 2 

2 1 

202 2 0 2 I 

ー・

r"~ 区 分ー 床 面 積

ー一ー一一日--

構制¥¥¥  

法定免税点未満 法定免税点以上のも
総; 数 のも の の

(ト) ゲ)
(トト伊)

(リ)

決 定 価 格 (千四) 単 位当り価格 (円)

一一
ヤ内 (ア)

'附公c.' 数

(ヌ)
未満のもの (上ヌ)のーかもけの

(ト) (ワ)! (針 / (リ)
(ヨ)

同(ア)
一一

，、.也

鉄骨鉄筋コ ンクリート造

||12 量生筋コ ンタリー f造

1 2 5，6 9 4 1 2 5，6 9 4 

ー
A月EL 1Y2K4 26，700 2 6，7.0 0 

量 鉄骨造 2，2 47 2， 2 4 7 

4， 1 5 0，1 9 5 4， 1 5 0，1 9 fj 3 3，0 1 8 3 3， 0 1 8 

1， 0 3 3，0 9 1 1， 0 3 3， 0 9 1 3 8，6 9 3 3 8，6 9 3 

一一 一

2 6，7 5 1 2 6，7 5 1 1 1， 9 0 5 1 1， 9 0 5 
一 一

れん が造
コンクリートプロh ツク造 489 4 8 9 4， 8 3 l 4，837 史89 2 史89 2 

-ー
計 1 .5 5，1 3 0 1 5 5， 1 3 0 5，2 1 4.8 7 4 3 3，6 1 6 3 3， 6 1 6 

ーー
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法定免手九点以上のもの

第 5表 木造以外の家屋 K関 す る 調

(2) 住宅・アパート(一般住宅用〉

ー

棟 数

ffi市り今己、、 数 法定免守党ω点未満のもの

棟
数件)

主たる用途 棟 数 主たる用途 i様ニト{
以外の棟数 休) 以外の棟数

レm

6 

573 

一一一一一一一

64 

51 0 
{・・

主亡つ l 

6 4 

~""- 司 区別

構造 ~Ij "'~ 
¥ 

所 有者数

法定免税点未満 法定免税点~1.J:のも
の
(イト(ロ) 数

件)
ト)

数 | のもの

付)

f公
II~ Ci、

やす

鉄骨鉄筋コンクリート造 2 2 6 2 2 
トー一一一一一一一一一

鉄 筋 コンクリート 造 562 7 3 

4 0 0 

4 9 1 

1 1 2 

l 計 1 1，587!!1587 E

一 一一一ーム一一一一一一一一一一一一よ一一一一一一一一一一一一一ーム一一一一一一一ー一一一一一ー ; 

! ~ I 床 面積
I "-._ l天 分 l

空 三iJJLjjf 
l宣:;:lj;三七三;;日一一一卜三71-
|鉄

決 定 価 格 (干円) 単 位 当 り 価 格

j，iV/b、l、 数 法廷免税点
(法上劫定の例免も税の点以

(ヌ) レサ
未満のもの (ト) 伊)

(ヌ) レサ (ア) (ワ) (ヵ;

一 一ト一一一一一ー一一一一 L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ートー一

9 01，894 9 01，894 2ス757

一一 一一一一一一一一一一一一ートー一一一一一一ー一一一一一ド一一一一一一一一一一一十一回一ー一一一一一'一一一トーー

9，623，325 引623，325 20，025 
一

1， 0 0ス901 1，00ス901 31，888 
-ト一一一ー

644，621 644，621 1ス352

67ス135 67ス135 1 1， 90 

し12，8 5 4，8 7 6 I 1 2，8 54，87 6 20，1 2 

主たる 用 途
以外の 棟数

(円)

引

1
1
1
1
J
i

(ヲ)

(リ)
(ヨ)

2ス757

I~r 
3 1， 6 0 8 

2 0，025 
トーーー一一一一一一一一一一

31，888 

一一一一一
Y.c 
i<.l 3 1， 6 0 8 

3 7， 1 5 0 3 7， 1 5 0 

日んが 一忌 1I 5 6， 8 6 2 
i ごくクじよプロック造 ! 

1ス352

6 3'8，6 O 6 rゴテi::;:i
5 6，8 6 2 

戸+一一一一一一一一一一一一
ム
1
6

3
耳
目 6 3 8， 6 6 6 

~ 24一 - 2 5ー



第 6表 木造以外の家屋 K関する調

(3) 住宅・アパート(農家用)

¥ 
所

区 分

総、 数

構 造別 付)

鉄骨鉄筋コンクリート造

一
鉄 筋 コンクリ， 、進

鉄 骨 ユソ旦ニと

陸:V 軍居者 鉄 骨 1、必gェ

れ /υ カミ 造
コンクリートブロック造

号F141a 

六三 分 一寸ー
総 数

構造足iJ ~ (ト)

「一
~." 

鉄骨鉄筋コ ンクリート造

一一ー0--

鉄 筋コ ンク リー ト 造

鉄 骨 1、$1二

南-Eー鉄 骨 工、必旦二

~'L ん カミ ス、丘旦二

コンクリートプロック造

ー26ー

有 者 数 棟

法定免税点病簡の 法定免鵬貼のも l
もの の(イ)ー(ロ)

総、 数

棟 数 主たる用途

(ロ) ド) 以外の棟数
ト白

一一
床 面 積- 決定価格

ー一一ー
法定免税点未満の 法定免税点以上の

もの もの (ト)ー伊)

伊) (リ)

ト一一一一一一一一一+一一一一一一

ーー トー

ト一一一-

数

法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの
-ー

棟 数 主たる用途 棟 数 主たる用途

(ホ) 以外の棟数 (ニ)一同ト) 以州の棟数

一

o. 司

ー一一

一一

一一一

仁二二

単位当 り価 格 (円)

522で51 旦 !竺|
ヌ)ー川伊)I (ト)け)1 (ガ μ! (ヨ)

一一一→一一一一 」 一一一一一ー

~2 7-



第 7表 木造以外の家屋 K関する調

(4) ホテノレ・病院

(ロ) I 付

棟

数 一丁一言定免税点増竺立

主たる用途| 棟 数 i主たる用途

以外の棟数 I (ホ)I 以外の棟数

数
区分

所 数~者有

総、 数

付)

法定免税点未満 | 法定免税点以土"の

のもの l' もの付)ーイ吋

¥ 
構造別

鉄筋 コンクリート造 5 

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄 骨 、&.
1口 2 

軽 量鉄骨造

JT272寸一二二三j三 二十一- il 

一一
床 面 積

一 一一一一一-一一ー

総、 数 法定免税点未満 法定免税点&しとの
のもの

の (同 J(ト) (升 (リ)

トl鉄ー骨鉄 ¥ 
一 一 一 一一 一 一一一一一

筋コンクリート浩

鉄筋 コン ク リート 造 37，061 5ス061
トー一一一 一 一一一一一トー

鉄 骨 1、正E七
641 641 

一 一一一
軽量 鉄骨 ユ、ど旦ヒ

'一ー
れん が 、/土
コンクリートブロック1造i三

町一一トー一

計 3ス702 3ス702

二竺竺ーし ____1一一三笠土仁

25，587 25，587 

1，334，427 

一一一一一一一斗一一一一ー一一一一一一一」一一一一一一一一一一一一」一一一一一一一一一一一

1 ・一一ーーI--~ ー」ーー一ーーーーーー--日』一一ー一一-

1，334，427 <1 35，394 I 1 35，394 

一ーーーーー一ーゐー--一一ー一一一一ーーーー一一一ーー--一一ーーー一一ーーーー一」一一 一一一-'一一申ーー一一一一一ー一一ー
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第 8表 木 造 以 外の家屋に関する調

(5) 劇 場 ・娯楽場用等の ホーノレ型建物

所 有 者 数 棟 数
区 分

総 数
法定免税点未満 法定免税点以上のも

構 造別 のもの の 付)一(ロ)

(イ) 十サ

総 数 法定免税点封筒の もの 法定免税点以上のもの
-

棟 数 |主 たる用途 棟 数 主たる用途 棟 数 主 た る 棟用途
以外の棟 数 (ホ) 以外の棟数 ト) 以外の数

鉄骨鉄筋コ ンクリート造

ー

鉄筋 コンクリー ト造

鉄 骨' ユ、tはk 

軽 1三133. 鉄 骨' 1、止EとL 

れ ヵ:ん Z、{Jl

コンクリー トブロック造
トーーー

言十 トィ

一一 一ー

床 面 4責 決定 価 格 (千円) 単位当り価格 (円)

トー一

j今H4bu、 数
法定免税点未満 法定免税点以上の

のもの もの (ト)一(チ)

(ト) 伊) (リ)

紙、 数
法定免税点 法定免税点

(ヌ) ヤサ (ヲ)
未満のもの (以ヌ)上一例のも の

(ヌ) レサ (ト)
(ワ)

伊) (リ)
(ア) v..; (ヨ)

鉄骨鉄筋 コンクリート造
~ 

鉄筋 コンクリート 造

鉄 J同E!. 1、&a二

一
軽 亙uヨ正ー 鉄 ，国ffl 1、必aュ

.剛

オ1 ん 古1 1、止aと

コンクリートプロ ック造

計

一一一

-，- 3 0ー - 3 1ー



第タ表 木造以外の 家 屋 K関する調

(6) 銀行

構造月IJ .~大
~ 

鉄骨造

総

所

数

有

法定免税点未満

のもの

者 数

法定免税点以上の

もの付ト(ロ)

_~_) _L__ (0リ一一一ーと《

4 

一一一一一一一一一一一一一寸 一一一 一一一一一一寸一一一 一ー

軽量鉄骨造

れ ん が造
コンクリ ー トブロック:也

言十
L 

鉄筋コ ンク リー ト造

鉄 骨造

軽量鉄骨造

れ ん が造lコンクリート…造

計

- r-Jr一一二ご了 一-11

床 面積 | 
法定免税点未満 l 法定免税点以上の

のもの | もの (トト(到
総 数

(ト) (リ)

160 ーに一一一-1二二三三ζ
- 3 2ー

棟

4 

蓮

一 白33-



第 10表 木 造以外 の家屋 K関する調

(7) 工場・倉 庫 (農 家 用)

所 有 者 数

bmuゐむ、れ 数
法定免税点病構 法定免税点以上の

のもの もの 付)-(0)

付) (ロ) 十す

|鉄 骨蜘コンタリ ト造

'. 、

鉄筋コンク リー'造

鉄 ，.Q悶ヨ』 1、'<0巳t 

経 :軍民H 鉄 骨 3、11

れ ん 官、 ユ、必旦三

コンクリートブロッ ク造

一一一

I¥¥¥ 区分ト
床 面. 積

-_ 

i¥H公P.' 法定免税点未満
~ のもの もの (ト)一(チ)

構造別 ~ 伊) (リ)
¥ 

ーーーーーー一一司副-ー・・一一ーーーーーー・ー司ーー-ーーー一目『ーー___..

鉄骨鉄筋コ ンクリート造

一卜一一一一一一一 声一ト一一一 ヤ一一一一一ーーー
鉄筋 コンクリート造

鉄 ，工円島 1、.εtトI.

ト

軽 EE廷ヲー. 鉄 骨 l、Aaニ

ー一トーー一一

れ ん が 造辺、正三と

十
コンクリートブロック

ー一
計

一

一
の

一

一

批

一

一
削

一

一

免

一

一

尚

一
「
l

_;_34-

棟 数

量恥公色、 数 法定免税点未満のも の 法定免税点以上のもの

棟 数 主たる用途 棟 数 主たる用途 棟 数 主たる用途

(戸) 以外の棟数 (ホ) 以外の棟数 (.:=.)一件)ト) 以外の棟数

ト一一

l=J 

決

五示1
単位当り価格 (円)

一一ー

。1M'.;今p、 数 法定免税長 ヤ内 (ア)

収)
未満のも例の

(ト) (7 ソ1 {チ) (リ) (ヨ)

一一

一 一 一

一一ド一一 一一一ードー一一一---ーー一一一一一一

-3 5-



第 11表 木造以外の家屋 K関する調

(8) 工場・倉庫(その他の用)

所 有 者 数
棟 数

。チ.、
守治、 数

棟数

(ニ)

数 法定免税点未満のもの

一一ーーーー一一----一一一ーー----一ーーーー--ーー一ー一一時一一一ーー--，

。ノ、
Il'c.' 数

(ヌ)

決定価格

法定歩Fえも気
未満のもの

い)

(千円) 単位当 り価格 (円)

鉄骨鉄筋コンクリート造 3 5， 5 1 1 I I 3 5， 5 1 1 

鉄 筋 コンクリート造 5 4， 3 5 0 I I 5 4， 3 5 0 

ト581，892

1.4 3 1，2 58 26，334 

i鉄

量 鉄干さ
ん が 、一造

骨 2 8 2，0 4 8 2 8 2，0 4 8 3，872.730 1 3，7 3 1 

4 1， 3 4 7 428，608 10，366 

2，654 i 
--J百二7寸

I 36，826 
・一一

I 6.351.314 

1 3，8 76 2，65 4 

計 4 1 5，9 10 

-36- - 3 7-



第 12表 木造以外の家 屋 K関する調

(9) 市場

(ロ) ヤ4

ー

棟 数

総 数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

数 |主たる用 途 棟数
ー一

1策 数 主たる用途 棟 主 たる 用途

ド) 以 外の棟数 附 以外の棟数 (斗一件) (:へ) 以外の棟数

--ー町一

2 2 

2 2 

丹T 有 者 数

総 数

付)

法定免税点未満

のもの

法定免税点以上の

もの (イ)ー(ロ)

鉄骨鉄筋コ ンクリート造

鉄筋コ ンクリ - "造

鉄 骨
、止と
1旦

軽 量鉄骨造

一一‘ 

決 定 価 格 (千円)

総 数 法定免税点 I .法定免税も点の レサ (ア)

未満のもの (以ヌ)上ーかのサ
(ト) (ワ) 伊) (リ)

(ヌ) かけ (ア) ¥/.J (ヨ)
一一

6，3 0 9 6，3 0 9 2 0，7 5 3 

一 一ト一一ー一一

6，3 0 9 6，3 0 9 2 0，7 5 3 2 0， 7 5 3 

ー ー-

下二二
構 造別~

総、 数 法定免税点未満 法定免税点以上Z

のもの もの(ト)一(チ)

¥、"-._ 
(ト) (チ) (リ

鉄骨鉄筋 コンクリート造

ーー一 一一
鉄 筋 コンク リ ー ト造

支I.:fIアミ・ 骨 工-tEとL 304 3 0 4 

ト一一一 一-
軽量 鉄 ，.Q.問ヨ， I立Zとコ

‘れ ん ヵ: ユ、丘旦ユ

コンクリートプロック造

計 3 04 304 

区 分
床 面 積

-38- -3少 ー



第 13表 木造以外の家屋 K関する調

( 1 0 ) 水 力 発電所

所 有 者 数

総 数
法定免税点未満 法定免税点以上

のもの もの 付)ー(ロ)

付) (ロ)

一 一 一-一一
鉄骨鉄筋 コyクリート造

トー

鉄筋 コンク 1)一、造

ー一一一

鉄 骨 造

1軽量鉄骨 造

れ!TJA7| 

T-"ーァ μ 『ーーーーーーーーーーー・
棟 数

の 総 数 法定免税点未満のもの

数
件)

主たる用途
以外の棟、数

途

数

の
一
用
棟

も
一
る
の

の
一
一
た
外

生

主

以

長
ア
|
|
|

税

一
免

一

件

定
一
段
刊

法一

;
休

棟
何

一ーに十一-J-t二ゴ:二二

格 (千円) i 単位当り価格 (円)

法定剣先点 | 例 | い) | け)
以上のもの | 一一 | 一一 | 一一
(ヌ)ー例 (ア)I (ト) (ワ)l (労 i川 I (リ) (ヨ)

ー一一一一一

床 面 積 |

ま!i~丘也2、 数
法定免税点未満 法定免税点以上の

のもの もの(ト)一(チ)
(ト) (チ) (リ)

トー" 一ト一一一- ー一一一ー
鉄骨鉄筋 コンクリート造

一一一
鉄筋ご7ンクリート 造

一 一一一
骨造

ー一一一一ー』一一
鉄骨造

が造

決定価

総 数 ! 法定免税点

! 未満のもの

(ヌ) I 同

-4 0ー
-4 1-



第 14茨 木 造以 外の 家 屋 K関する調

( 11 ) その他〈一般 住 宅 用 )

iト構¥造別

区 分
所 有 者 数

五qvfb，z、 数
法定免税点未満 法定免税点以上の

のもの もの 仔)ー(ロ)

(イ) (ロ) ヤ守

ーー
鉄骨鉄筋コンクリー ト造

ーー・ ， 

鉄筋 コ ンク リー ト造 1 9 1 9 
トー一一一一一一一一一一一一一一一一一ート一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一ーー

骨 3、A.巴L 4 4 

トー一 -.-. 

度f言3 鉄 '骨 λ‘t巳'1:. 7 4 7 4 

「い ん が 造

一

ンタリー計トプロッ夕、全
2 2 

」
1 1 9 1 1 9 

茸造別 ~~， のも i

(ト)

ト一一一一一一一ーーー
骨鉄筋コンクリ ート造

ー一 ト一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ト一一一ー一一一
筋 コン クリ ー ト造 4 1 0 410 

ト一一一一一一

骨 l、dEgfニ 8 4 ，) 

嬰Eヨ 鉄 J月!]， 1、tat1 8， 4 3 4 

ー

ん が L造、tEK1 595 ンクリー トプロ タク

一 一一二 二1
言十 1 0，2 8 2 

-4 2-

棟 数

総、 数 法定免税点未満のもの 法定免税点以よのもの
一 一 一一一

|主たる用途1策 数 棟 数 主 /こる用途 棟数 主たる汗J

ド) 以外の棟数 作) 以外の棟数 (ニ)ー(ホ.) (:べ 以外の棟

1 9 1 9 

4 4 

一一 一一一一一 一一

7 4 7 4 

ー. ー一 一 一 .

2 4 24 

一 一 一
1 2 1 1 2 1 ト-1L 

決定価格 (千円) I 単位当 り 価格 (円)

一一一一一一一一一一ート一一一一一一一一一ー

引202

「Jf::!1 5750L

戸三

ト一一一一一 トー-一一一一一一一一一一一一

4-

6， 7 9 7 I I 6， 7 9 7 
一一一一一一.

1 0， 0 1 9 '1 O.019 

1 0， 8 4 1 I I 1 0， 8 4 1 

-43ー



第 15表 木造以外の家 屋 に 関 す る 調

( 1 2 ) その他(農 家用〉

¥寸
所 有 者 数

i宅~Y金uE、 数 法定免税点未満 法定免税点ιえとの

のもの もの (ィ)→ロ)

(イ) (ロ) 十す-、、、、

一 一一
鉄骨鉄筋 コンクリート造

鉄筋コン クリート 造

鉄 1モJヨ， エ、止巴と

軽 最ー 鉄 A 丹 1、止主と主

一 一一一 ー一一
れ ん カ1 ユ、ratdL 

コンクリートプロ ック造

し一 一 一一一

iて 区 分
床

.._.-ーー . 

法定免税
総 数

のもの構造別
(ト)

鉄骨鉄筋コ ンクリート造

鉄筋 コンクリート 造

一
鉄 '骨 l、4gk 

軽 ーL色g主a 鉄 Jiヲii!， 工、&巴二

れ ん が造iコンクリ ートブロック造 s 

計

トー一一

ト一一一一一一一一一一ト一一一一ー 一一

-44一

公
h
v

h
v
r引

一一一一一一一
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第 16表 木 造以 外 の 家屋t(t(関する調

( 1 3) その他(その他の用)

一一一一
所 有 者 数 棟 数

一一

総 数
法定免税点未満 法定免税点ιL上の 数 法定免税点未満の もの

のもの もの(イ)ベロ) 棟 主たる用途 棟

付) ヤす 以外の 棟数

一 一一一

2 8 

1 6 

分

f木ートー 面 積-
区

私杭u_、、 数 法定免税点未満 が

持法別
のもの

¥、 、¥、、

(ト) 伊)

;骨鉄筋コンク リート造 1 5少

ーー トー一一ー一一一一ーーー一一一一一ー一一一ー

i筋コ ンク リート 造 2 1， 9 2 3 

一一一
、 官' 、1J2ヨEェL 

引67 6 

E ー， t;fl L 鉄 r骨 1、占a七 6， ~) 0 7 
ーー

一 一I一4Z129一5 1 

J 八'v i6:¥品 工、一、18正巴に七. S 

1ンクリートブロック 2， 9 5 1 

き十 4 1， 2 1 6 

j孔Jこの

)
 

‘目，，
ar
'

l
 

，，s
，.‘、

ヲ

3 

一 一一一一
I 9，6 7 6 

一一一一一一
I 6， 5 0 7 I 

一一一

6 
--~ 

'-46- 47-
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第 17表 木造以外の家屋 K関する調

(14) 合計(その 1) 

棟 童女

総、 数 法定免税点未満のもの

棟 数 主たる用途

外の棟数 (ホ) 以外の棟数

904 

5 4 6 

2， 7 5 2 

τ:ゴ1， 6 2 6 

一一一一 一 一 一

一 一

1， 1 2 6 

2，5 5 4 

198 
ト一一

定免税点ιUこのもの

主たる用途

以外の棟数

所 有 者 数

、‘E
E

，，
J
q
 

…
μ

付

点税免

の

判

定

も

一

法

の
川

満

州

献

1

税免
の

定

も
法
の

数

鉄 骨 鉄 筋 コン了リート 造 L__ 4 7 L______I__~._~ 

鉄筋コン ク J ー ト 造 I 706 I I 706 

一一ト一一一一一一一一一一一一_，一一ー一一一一一一

鉄 '骨
、止ヒ
ユ.8.

軽量
」

鉄 '骨
造 し一二 fニし一一一一一」 一一 二三 ー

904 

れ ん が もユ
コンクリート プロ ツ 透

計

宅 用

2 

の用
-10十13 

よ るも の

i内!第二年度の評価下 品よ る も の

;訳 「一一

!一|第三年度の評価K よるも の

210 210 5 4 6 

トー一一一一一一

2，2 3 2 

1， 7 0 6 

司

--←一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一._

526 526 

一一十一一一一一一一一一一一一一一一--<一一一一一一ー

-48- -49ー



第 17表 木 造 以外の 家屋に関する調

(14) 合計 (その 2 ) 

¥¥¥¥  区分

構 造別 ¥¥¥  

積 、B
/円決 定 価格 (干の | 

法定免税点 i法定免税点 l

安婚の込Oi l以上のもの

|…い I(料ゆ

未

百

一

点

I

一
税
の

一
免
も

一
定
の

一
法

満

床
一

、.‘，，，
'h'
 

，J ..
 ，.‘、

伊)

法定免税点じ人上

のもの

(ト)一(チ) (リ)

総 数総数

、、、、
¥、、鋭

、、

鉄骨鉄筋コ ン クリー ト 進 68.1ι2 68.1 62 

ト一一一一-

鉄筋 コ ン ク リ ー ト 造 7 2 3.1 52 723.1 52 

ト一一一一一一一一一---1 一一一一一十一一一 ・ー・

鉄 メ~
内

‘正七
1息。 351，820 351，820 

ト 一一一一一
軽 主主

旦豆
--)i'_.I， 、正七

込 L骨 95，6 8 ~) 

れん が造
コン クリートプロック 造 63，551 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一十一一ー一一一一一一一一一一一
言十 1.3 D 2，37 0 1，302，370 

1 2，966，343 1 2.966，343 

トーー一一ー

-5 0:-

単位当り価格

(対!

)同!

同
一
例

(ア)

24，1 06 

1 3.406 1 3，4 06 

一一

1 2.1 58 

一iιlJ竺-20，81 5 

1呪980

-51-



第 18表 新 増 分 家屋 K関する調(補足調整その 1

(1 ) 木造家 屋

共 同 住宅 ・ 寄宿 舎 3 3 3 4 

積 決定価

総 数 (ロ) (千円)

単 位 当 り 価 格

(ロ)
百(円)

7 0，6 5 4 2 1， 9 4 9 

4，8 0 7 

併 用 ι、- 宅

一
宅

5 7 5 7 
2，92 1 5 8， 1 6 9 

トー

性h
ち主主

..ムヲ

水 住

義主主 住 宅

ぬ 業 者住 宅

ー一一一一一一一一ト 一一一一一
普 通 旅 館 ・料 ，亨 ・待合

ホテル・ 簡易旅館。 団体旅館

ト一一一一一 一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一一一一
事務 所 ・ 銀 行 5 5 

13， 44 8 

1 2 6 

j苫 鋪

一一←一一一一一一一一一一一一一-
劇 場 -映 函館

一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
I(n. 
タK 浴 場

日
三

|二一一二| 白 一農舎 議室煙 L 付属語長 ( I乾燥場を含む ) 

-
F 一一一一

院

ー 一一
場

一一一一一
庫

ーー+ー一一一一一 一一一一一ー・・
政

2 2 

一一一一一一ト一一一一一一一一ー一一一一一一
1， 0 1 3 I 1， 0 9 1 

15o 5 

← 52- zJ 
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第 19表 新 増介家屋代関する調(補足調査その 1

(2) 木 造以外 の 家屋 (その 1) 

数

一一
数

者

一

有
一

-、‘
A
r

-
-
-

:

-

e前

一口
U

一

棟 数 積
一
州

国

一

数

=
、
-

、‘A
r

i
'
:
 

↓
官
川
一
紙

決定価格 | 単位当り価格~----r
ノ(ロ)

総 数 (千円) (ロ) I 丙 (円)総数

7 2， 5 1 8 

8 3，49 6 2 5， 9 1 9 

百 |経量鉄

貨 t.L.

子f-5?:二一
j鹿苫 | 2 ンクパl3j一

|鉄骨鉄筋コ ンクリート造

i住ト一一一一
!宅 |鉄筋コンク リート

!ァ|鉄骨

I I I軽量鉄骨造

i トiEmLfロック主!

LLJt--L-51L-L--JL 
I I 鉄骨鉄筋 コンクリート造

i工 l鉄筋コ ンク nー ト造

i?E〉 -J

2 2 >1， 5 1 4 

1 7 

3 8.0 6 8 

引79 4 3 8. 2 8 0 

6，4 8 7 1 6 5， 9 4 7 2 5，5 8' 1 

5 1 9 1ス?9 3 3 3..3 2 0 

2 3 

8 

- 5 4ー -5 5ー



第 19表 新増分家屋 K 関する調(補足調査その 1) 

(2) 木 造 以外の 家屋 (その 2) 

16，1 73 1 5 7 6， 7 4 0 

2. 0 0 3 I 3 9， 1 5 9 

一一 L一一一一一一一一一一一一

単位当 り価 格

(ロ)
日 ( 円 〉

家種 | ~ 区 分

医

の 類 構造別

鉄骨鉄筋 コンクリート造

ぺ:

~鉄筋コン時クリート 造

の

道; 鉄 .I1ヲ'i.L z、tpk， 

官h

棟数

総 数

床 面 積

総 数付)

4 
3 5，6 6 1 

1呪55 0 

ーー一____1

6 6 

3 
2， 9 2 3 

619，943 

2ス838

3 3，7 9 0 
1 0 

1ヲ8

第 20表 減少が !家屋 K関 する調(補足 調査 その 2 ) 

(1 ) 木 造 家屋

---------:..__ 区分:

家屋 の種類 ~---一
専 用住 宅

所有者数| 棟 数

総 ￥-_l一一竺-1二

宅
一
つ
一
料

一似一

一館

一
委

一旅

主

一

養

一

通

f

一・

宅
一
普

一
宅
住
一
。

一
住
者
一
舎

一
家
業
一

宿

用
一

農
漁

一寄

h

一

一

宅

治

一
家
一
合
令

一

泊
川
二
サ

・

併

一
段
一
刻
亭

1 9 

一瓦 面 積 | 決定価 1名 | 単位当 り 仰格

一一一一一一一一一一一ー一一一 一一一一一 --1 (ロ)
総 数 付川) I 総数 (σ平吋f

'j 2，2 3 5 I t.1ス 47 1 I 3， 8 8 0 

ι9 1 6 i 4，5 3 2 

1， 0 1 9 

t 5 0 4 I 4， 8 3 3 I 3， 2 -1 3 

9 2 2 I 3， 5 1 6 I 3， 8 1 3 

1 6 

7 
J 

そ の

計寸
つつ 2 一一一

メ斗
口

- 56ー -57ー



第 21表 減少分家屋に関する調(補足調査その 2) 

(2) 木造以外の 家庭

場 ・ 倉庫 1 2 

床面積 i-17江 -7-77J晶 子-i
-L三付:jLUT--f一 一-E--l

数

一
数

者
一

有
一

所
一
総

棟 数
一
数

I そ O) 1fu 1 4 L一一 4一一一 !

I ~咽 I 2 A I ;合計 ! 3 4 I 

第 22 ~受 家慢にかかる課税傑草津額得q，.(関する調 (補足調査その 3) 

決 5J7.価格

(刊)

法第 3t~ 9条の 3または法附員i路 15条の規定K よる課税標準の特例Kより減額忙なる額

規定Kよるもの

法 34 9条の ろまたは法|附 ~ Ij筑 1 5条の規定Kよる課税標準 課税標準額

-58- -5 9ー



t12 3表 決附則ro1 6条の規定による軽減税額等 VCI刻する鈎 〈補足調査その 4) 

すこ

なりに もの

iliiキt14911対立で'1遜

滅期間]の終了す・る

0) 

L一一--

づ子

11M 

1， 2 2 5 

9 .3 2 

竺出竺空-+- 9~ 

計一一L一一Jニ029ーよー

6 4， 2 6 3 

1 0，2 3 5 

7 4，4 9 8 

[4 分
法附則第 1

数

附不日4少年度K新

たVCi慢減の対象と

なっ たも の

昭和 49年度で軽

減期間の終了す る

τzf家 屋 I___----------1て二二一-J一
一一一 一

木造以外の家屋 し --------'-r_一一一一一一
計_L--JJ/LJJJJて j

-60ー

によるもの |法附則第 1 6条第 2項の規定 K よる もの | 小 計

軽 減税fli ..1 
(刊)弘)I個 数 ，

2μ4  61 __---コン同
一一 一_.， (A)+侶)軽減税傾 I ，....， """ (干円)

(千円).(B) ， 

--------1 24. 246 

一 一一 ー

3，361 6， 0 6 1 ス53 7 1 6 0，8 9 8 

5ス53 7 I 8 5，1 4 4 

0， 2 1 2!  2 O. 2 1 2 

号916 // /! " 16 

1:::;i-f十:::::行:??~f- ームモ1
6o 0 7レフ寸ぷここ二[二-----..-

-68 3 I 1  4 4| ス51 0---1 1， 1 06 I 1789 

K よるもの

(A)+(計B)+(。
「言語石{刊石)(C) (干内)

一 -
______--戸-- 2 4，2 4 6 

6 0、e9 8 
一ー

8 5， 1 4 4 __--

-----
2 0， 2 1 2 

--------戸----
引タ 16 

一』ーーーーー一一』ーーーーーーー ー_-

1 2，7 0 4 
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第 24表 家届tvcかかる段階月i納税義務者数および設税標準等の調 (補足調査その 5) 

区 分 8万円未満のもの
8万円らは ?万円

三渦のも の

少万円以上 10万

円未満のもの

1 0万円以上 11 

万円未満のもの

1 1万円ι人上 12 

万円未満のもの

1 2万円らl.l::1 3 

万円未満のもの

1 3万円らL上 14万

円未満のもの

一一一一一一一一一

納 税 論 務 者 数 仏j 4 7 1 1 2 139 9 2 

l 一二三上-ーごと-
4 2， 0 9 1 1 3， 2 1 3 

総 床 白11 I~ 33，248 5，ど017，9291

分
1 4万円L入と 15 

万円未納のもの

2 5万円jえjニ3(1 

7'5円未満のもの

3 0万円斗人ヒ 35 1 35万円以上 40 I 407'5円以上 45万

万円未満のもの ! 万円未満・のもの | 円未満のもの

4 7 9 5 2 9 618 479 44 5 

課税際司(~ 額制 8 4， 1 0 4 1 1史37 6 155，257 J 19史タ 71 

!総味 荷 積 ! ι559 I 2司602 I 3 3，4 7 6 3 5，4 9 6 3 8，2 0 4 

7 介下万円μ

納 税 義制務者数ω I 1 0瓜0，796 I 

!王山衡か~ I 3 8，5 0ス684 I 3M59，923 
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E 償却資産に関する概要調 書 第 1表 納税義務者数K関する調

イ閤 人 5 6 人

納 税義 務者数 法 人 334  人

言十 390  人

第 2表 償却 資産の 価 格 等 K関 す る調

f軍 類
決 定 価 格 課税標 準 額

(千円) (平内)

課 税 標準額 の内訳

(ロ) (干の

市
構 築 !I如 2，1 0 2，4 8 2 2，1 0 2，4 8 2 

一一
2，1 02，48 2 

町
機械 及 び 選:ホI u?1 1 8，4 2 0，1 7 2 1 7， 9 0 0，9 3 9 7 0 5，86 9 1ス19 5，0 7 0 

長

側が 品合 品自
r 一一一一一

格等 航 Jクムセニ， 機

を 一一一

決定 車 鞠及び巡 搬 具 1 9 5， 4 3 6 1 9 5，4 3 6 

トー一
し
fこ 工具 ・得具 及び備品 5， 6 4 1， 2 7 9 5，6 4 1， 2 7 9 

195、43 6 

5， '4 '1. 2 7 9 
司 自

の 調 整 額
ト 一一

百十 例 2 6， 3 5司36 9 2 5，8 4 0， 1 3 6 
トーー 一一一一一一

法

li il E治d配府F県分大し臣知たし事がたも価がのも格価の格等等を決定し第 ーー一一一 一一一
389 を決定

条関 一-
係 計(~)

一 一 一一

法第知事74価5条格等第 1項決定の規し定Kより道(府村
県 が を たもの

ムロ 付+(ニ)十(ホ)
一 角 一一 一 一

_______----同 額

上内
道 府県分の 額 I 訳

ーーー崎市戸1

-64- -65-



第 3表 償 却資 産の価格等 K関す る調(個 人分)

種

一一一「ー一一一

決定価格 | 課税標準額
額

(平Iq) (干円)

市

町

村

長

が

価

格

構 築 物
一

置 1 7 3，2 2 8 

8ス79 3 

機械及び装

-内口
向
朝
日船

一
航 グ匂

コニ 5 2. 1 
与

を

決

定

車納 及 び j盟殿具 5女481 I 59，481 

工具 ・保共 及 び備品
し 二二/フ---， -------__---;:;;..-:;~ た

も

の

調殺

計 十す 3 2 1， 0 2 3 321.023 

自治大臣が価格等を決定し
配分したも の

道府県知事が価格等を決定
し、 配分 したもの

小計(ニ)

ー ら も ー

A晶ーー』

課 税標準額の内訳

法第 34 9条 の5又は法附則第 15条の規定
の適用を受けるもの (イ) (千円)

(ィ)以外のもの
(ロ) (千円)

- 6 7ー



第 4表 償却資 産の価格等 K関 す る 調 ( 法人分)

種

決定価格

(千円) 一九
一
同課

類

法 | 自治大臣が価格等を決定し

第 | 配分したも色一一

3 ~9 i 道府県知事が価格等を決定
吉 | し、 配ノJ したもの

係 ! 小 計例

法第 74 3条第 1項の規定により道府
県知事が価格等を決定したもの {対

計いトト(斗十(ホ)

2，0 1 4，68 9 市

町

村

英

が

価

格

等

を

決

定

し

た

も

の

1 8，2 6 4，9 4 4 

5，5 8 1， 7 9 8 

1 9 4，9 1 5 

5，5 8 1， 7 9 8 

百司 整 額

2 5，5 1 9， 1 1 3 小 計十4 2 6， 0 38， 3 4 6 

向
上
内
訳

----・-

♂" 

~ -__.;--

__-
額

一

額

分

分
村

一

展

町

一

府

市

一

道

-68- -69-



~5表 市町村長が価格を決定したもののうち法第 34 9条の5又は第 15条の規定の適用を

とちけるものVCI掲する凋
(市町村 計 )

的 2羽 (鉄 il九

&f¥; 5;瓜 (ガス 司王 淀 川1

法

-70ー -7 1ー



第 6表 市町村長が価格を決定 したものの うち法第 34 9条の 5又は第 15条 の規定の適用を

受けるものK関する調

------------ 区 分適用を受ける ~-----γ 
名演の規定刻J ~-.__________ 1iZlqf:| 決 定価 格

(千円)(A) 

第 1~民 (変 ・送1ft用償却 資 産 )

一 一
鰐 2項 (鉄 軌 道 府償却 資 産 )

-7 2一

(個人別，) 

額

同
叫

準

吋

索
I
L
l'んい

イ
パ
B
一C

Z
×
 

謀

川W

-7 3ー



的 7波 市町村長が価栴符を決定 したもののうち法第 349条の 5又は第 15条の規定の適用を

受けるもの陀関する澗

分
決

叫軌道 j日償却

(ガス

(宇宙開発 事業団 )

-7 4一 -7 5ー
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昭和 48年拡

as表 償却資産の段階万IJ納税論務者数K関する制 (補足調査 その 1) 

納税扱務者 数 いj

え棋 憎額 (刊'11

。

5 

1 0 0万円未満の私の
100万円以上11 0 

万円未満の もの

1 1 8 I 1 1 

7 O. 0 5 6 I 1 1， 5 3 8 

1 5 0万円以上20 0 

万円未満のも の

4 4 

200万円以上 300

万円未満のもの

5 7 

ス249l 7円 84 L 138400|

5 0 8 

2 5，9 10， 1 9 2 

計 の内 訳

法 g(~ 3 8 9 条関係

大-百三互二二工二三llE互三二二

-7も一

L一一ーー

1 1 0万円以上 120

万円未満のもの

1 4 

1 6，0 5 4 

300万円以J:3，0 00 

万円未満のもの

1 .8 4 

1， 5 5司ヲ 71 

し--l

120万円以上 130

万円未満のもの

1 6 

1 3 0万円ιL上140

万円未満のもの

1 4 

5L18. 8 651 

3，0 () 0万円以上 1 I 
I 1億一円以上のもの • I 1億円刑問のもの I . .".......-...-'_._._ v ! 

2 3 2 2 

1， 2 0 5， 5 6 2 I 2 2，.7. 8 4， 7 1 8 
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IV H日和 49年度市町村交付金の交付額等 にl刻する調

区 介

個有 資産

家LIE-zfi)問)

手
口

国有林野陀係る土地

877 11 1 1，そ三}_Jーゴム竺日三25qf-J
-78-

ー_._

-7 9ー



別 表 実 際免税点 K関 する調

区 分
実

土 地

家 屋

倣 去rJ 資 産

問I(~主E 免 税 ，点 法定免税点

円) 標準額

一一一

- 8 0ー

j構の課税

内付)
ー-一回・ー-・P ーーー・ー・--"'1 ・-

lfI' I '1'守

. 
司凪. 
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